
生駒市条例第１３号 

生駒市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２１年３月３０日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市下水道条例の一部を改正する条例 

生駒市下水道条例（昭和５９年４月生駒市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１２号中「特定排水」を「中間排水及び特定排水」に改め、同条第１

３号中「（公衆浴場及び市長が認める公共又は公益関係の業種を除く｡)」を削

り、同号を同条第１４号とし、同条第１２号の次に次の１号を加える。 

(13) 中間排水 工場その他の事業所（公衆浴場（公衆浴場入浴料金の価格（

昭和３２年奈良県告示第４８７号）に定める入浴料金価格表の適用を受ける

ものに限る。以下同じ｡)及び市長が認める公共又は公益関係の業種（収益事

業を行う部門を除く｡)を除く。次号において同じ｡)から公共下水道に排除さ

れる汚水のうち、その排水量が１月３００立方メートルを超え７５０立方メ

ートル以下の部分をいう。 

第２１条第２項第１号中「一般排水」を「一般排水及び中間排水」に改め、同

条第３項の表を次のように改める。 

 

一 般 排 水 排水区分 

使用料区分 公衆浴場 その他 
中間排水 特定排水 

水 量 使 用 料 

汚水排出量１立方 

メートルにつき 

５３円 １０６円 １８０円 ２５３円 

 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

（使用料の特例） 

２ 平成２１年１０月分から平成２２年３月分までのものとして徴収する使用料

に限り、改正後の生駒市下水道条例（以下「改正後の条例」という｡)第２１条

第３項の表の適用については、同表中「５３円」とあるのは「４８円」と、「

１０６円」とあるのは「９６円」と、「１８０円」とあるのは「１１１円」

と、「２５３円」とあるのは「２２９円」とする。 

３ 平成２２年４月分から平成２３年３月分までのものとして徴収する使用料に

限り、改正後の条例第２１条第３項の表の適用については、同表中「５３円」

とあるのは「４９円」と、「１０６円」とあるのは「９８円」と、「１８０円

」とあるのは「１２８円」と、「２５３円」とあるのは「２３５円」とする。 

４ 平成２３年４月分から平成２４年３月分までのものとして徴収する使用料に

限り、改正後の条例第２１条第３項の表の適用については、同表中「５３円」

とあるのは「５０円」と、「１０６円」とあるのは「１００円」と、「１８０

円」とあるのは「１４５円」と、「２５３円」とあるのは「２４１円」とす

る。 

５ 平成２４年４月分から平成２５年３月分までのものとして徴収する使用料に

限り、改正後の条例第２１条第３項の表の適用については、同表中「５３円」

とあるのは「５１円」と、「１０６円」とあるのは「１０３円」と、「１８０

円」とあるのは「１６２円」と、「２５３円」とあるのは「２４７円」とす

る。 

 


